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このガイドブックは、発行日時点の主な支援制度を取りまとめたものです。
制度の詳細や活用方法は各担当へお問い合わせください。
今後、内容が追加・変更された場合は、随時発行します。
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1 住まいや身の回りのこと 受付
状況

り災証明判定

全壊 大規模
半壊 半壊 一部

損壊
第８版 １－（１）り災証明書の発行 〇

第１版 １－（２）被災証明書の発行 ○

第１版 １－（３）応急仮設住宅 ○ 〇 △ △ △

第８版 １－（４）被災住宅の応急修理 × △ 〇 〇 ×

第６版 １－（５）被災家屋の解体撤去 × 〇 〇 〇 ×

第２版 １－（６）復旧作業実施に伴う倒木の撤去 ○

修 正 １－（７）厚真町住宅復旧支援事業補助金 ○ 〇 〇 〇 〇

第 7 版 １－（８）厚真町住宅再建融資利子助成 ○ 〇 〇 〇 ×

第 7 版 １－（９）厚真町リバースモゲージ利子助成 ○ 〇 〇 〇 ×

第８版 １－（10）厚真町災害ボランティアセンター ○

第８版 １－（11）厚真町住宅リフォーム補助（胆振東部地震） ○ × × 〇 〇

修 正 １－（12）厚真町持ち家住宅建築促進支援助成金 ○ 〇 〇 〇 〇

修 正 １－（13）一部損壊以上の家屋等の解体費補助 ○ 〇 〇 〇 〇

2 お金に関すること 受付
状況

り災証明判定

全壊 大規模
半壊 半壊 一部

損壊
第８版 ２－（１）被災者生活再建支援制度 ○ 〇 〇 △ △

第１版 ２－（２）災害援護資金貸付金 ×

第１版 ２－（３）災害弔慰金（北海道） ○

第 7 版 ２－（４）災害弔慰金・災害障害見舞金（町） ○

第１版 ２－（５）生活福祉資金の貸付 ×

第１版 ２－（６）母子父子寡婦福祉資金貸付 ○

第１版 ２－（７）年金担保貸付 ○



第１版 ２－（８）恩給・共済年金担保融資 ○

第１版 ２－（９）住家被害見舞金（北海道） ○ 〇 〇 〇 ×

第８版 ２－（10）災害復興住宅融資 ○ 〇 〇 〇 〇

第１版 ２－（11）住宅ローンの返済 ○

第１版 ２－（12）日本財団弔慰金 ×

修 正 ２－（13）義援金の配分 ○ 〇 〇 〇 〇

3 役所の手続きのこと 受付
状況

り災証明判定

全壊 大規模
半壊 半壊 一部

損壊
第１版 ３－（１）国税の特別措置 ×

第１版 ３－（２）道税の特別措置 ×

第８版 ３－（３）町税の特別措置 ○

第１版 ３－（４）上下水道料金の減免 ×

第１版 ３－（５）NHK放送受信料の免除 × 〇 〇 〇 ×

第３版 ３－（６）国民年金保険料の免除 ○

第１版 ３－（７）登記済証、登記識別情報を紛失したとき ○

第１版 ３－（８）運転免許証を紛失したとき ○

第１版 ３－（９）各種証明書の発行 ○ 〇 〇 〇 ×

第８版 ３－（10）後期高齢者医療保険料の減免等 × 〇 〇 〇 ×

第１版 ３－（11）児童扶養手当の停止解除 ○ 〇 〇 〇 ×

第１版 ３－（12）自動車税などの減免 ×

第６版 ３－（13）医療機関受診時の一部負担金免除 ○

修 正 ３－（14）飲用井戸の水質検査手数料補助 ○

第５版 ３－（15）飲用井戸等給水施設整備事業補助金 ○

第５版 ３－（16）農業用井戸等給水施設整備事業補助金 ○

第５版 ３－（17）こども園利用者負担金等の免除 × 〇 〇 〇 ×

第５版 ３－（18）こども園の給食費・教材費の援助 × 〇 〇 〇 ×

第５版 ３－（19）栄養士・調理師免許に関する手数料の免除 ×

第５版 ３－（20）あつまネット使用料等の特例 ×

第８版 ３－（21）国民健康保険料の減免 ○

第７版 ３－（22）介護保険料の減免 ○

第７版 ３－（23）確定申告での被害申告による税の軽減 ×

第８版 ３－（24）消費者相談 ○



第８版 ３－（25）健康相談 ○

第８版 ３－（26）開発許可申請等手数料の免除 ○ 〇 〇 〇 ×

第８版 ３－（27）被災代替家屋の特例（固定資産税） ○ 〇 〇 〇 ×

第８版 ３－（28）被災代替償却資産の特例（固定資産税） ○

第８版 ３－（29）情報の発信 ○

4 民間の手続きのこと 受付
状況

り災証明判定

全壊 大規模
半壊 半壊 一部

損壊
第１版 ４－（１）電気料金等の特別措置 ×

第１版 ４－（２）電話料金の減免 ×

第１版 ４－（３）各種保険 ○

修 正 ４－（４）法律相談 ○

5 教育 受付
状況

り災証明判定

全壊 大規模
半壊 半壊 一部

損壊
第８版 ５－（１）就学援助 × 〇 〇 〇 ×

6 事業者の方へ 受付
状況

り災証明判定

全壊 大規模
半壊 半壊 一部

損壊
修 正 ６－(１)中小企業者向け融資制度 ○

第７版 ６－(２)厚真町中小企業災害復旧資金融資制度（災害融資） ×

第７版 ６－(３)中小企業災害復旧資金融資利子補給金 ×



1 住まいや身の回りのこと



１－（　）

1 住まいや身の回りのこと

（１）り災証明書の発行 住民課 税務グループ　☎27-2481
（役場庁舎別館前プレハブ）

内 容
住宅などの被害程度を証明します。地震保

険などの支払請求に必要となったり、証明書
判定基準により、このガイドブックに記載さ
れている各種制度の対象となる場合がありま
す。

被害の程度は、次の４つに区分されます。

被害区分 被害の判定基準
全 壊 家屋の経済的損害割合が

50％以上のもの
大規模半壊 家屋の経済的損害割合が

40％以上50％未満のもの
半 壊 家屋の経済的損害割合が

20％以上40％未満のもの
一 部 損 壊 家屋の経済的損害割合が

20％未満のもの

対 象
災害により住家（店舗兼住宅を含む）など建
物に被害を受けられた方

申 請
〔発行手数料〕
無料

〔受付開始〕
平成30年（2018年）９月12日（水）～

〔必要なもの〕
・り災証明書交付申請書
・印鑑
・本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）
・委任状（代理の場合）
・ り災場所の住居地住所と住民票の住所が異

なる場合はり災地住所に住んでいることが
証明できる資料（電気代領収書など）

※ できるだけ被害状況がわかる写真を受付窓
口までお持ちください。

そ の 他
〔再調査について〕
・ り災証明書を発行済みの方でも、その後の

余震等より被害が拡大した等、再調査を希
望される方は、令和元年（2019年）11月29
日（金）までに申請してください。

・ やむを得ない事情（地盤被害が広がり、住
宅基礎被害が拡大した等）がある場合は、
申請期日以降でも再調査を申請することが
できますので、個別にご相談ください。

・ 雪や氷があると損壊を確認できない場合が
あるため、調査が雪解け後となる場合があ
ります。お急ぎの事情がある場合はご相談
ください。

１



１－（　）

内 容
災害により、居住する住宅を含む建物、車

両および家財などが被害を受けたという届出
があったことを町が証明するものです。

保険金等の請求、各種融資等の申請、補助
金申請など、関係機関から提出を求められた
場合に必要になります。

対 象
災害により物件等（車、家具、家電、作業場、
車庫、塀などの工作物等）、農業用施設、機械、
農産物等に被害を受けられた方

申 請
〔発行手数料〕
無料

〔受付期間〕
平成30年（2018年）９月12日（水）～

〔必要なもの〕
・被災証明書交付申請書
・印鑑
・ 本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）
・委任状（代理の場合）
・被災状況のわかる写真

1 住まいや身の回りのこと

（２）被災証明書の発行 住民課 税務グループ　☎27-2481
（役場庁舎別館前プレハブ）

２



１－（　）

1 住まいや身の回りのこと

（３）応急仮設住宅 建設課 建築住宅グループ
☎27-2325

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
〇 △ △ △

３

応急仮設住宅（プレハブ式仮設住宅）

※ライフラインが支障を受けており二次災害の恐れがある場合

内 容
住居が全壊などの被害を受け、自らの資力

では住居が確保できない被災者に対し、応急
仮設住宅を建設して無償で提供します。

入 居 者 の 要 件
災害時点（2018年9月6日）に厚真町に住所
を有する方で、次の①～③の要件すべてを満
たす方
①・ 震災により住宅が全壊のため居住する住

宅がない方
・ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐

れがある方
・ライフラインが途絶している方
・ 地すべりにより避難指示を受けているな

ど長期にわたり自らの住宅に居住できな
い方

・ 半壊であっても、住宅としての再利用が
できず住宅に居住できない方

② 自らの資力をもってしては、住居を確保す
ることができない方

③ 災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利
用していない方

費 用 負 担
家賃は無料で、光熱水費や自治会費などが

入居者負担となります。

入 居 期 間
応急仮設住宅完成から２年間

住 宅 の 仕 様
〔間取り〕
１ＤＫ（約20㎡）、２ＤＫ（約30㎡）、３Ｋ（約
40㎡）
※ 世帯人数により入居できるタイプが異なり

ます。
※ 大家族の場合は２戸に分かれていただく場

合があります。
※１世帯１台分まで駐車場があります。

〔住宅設備〕
トイレ、風呂､ 給湯器等手 続 き

手 続 き
〔受付期間〕
平成30年（2018年）11月１日（木）～令和２年

（2020年）11月29日（日）
※仮設団地によって異なります。

〔必要なもの〕
・申込書
・り災証明書
・誓約書
・委任状（必要に応じて）
・チェックリスト
・ その他入居を優先する要件等を証明するも

の

そ の 他
町では、応急仮設住宅の入居期間中に必要

な災害公営住宅等の整備を進めていきます。



１－（　）

1 住まいや身の回りのこと

（６）復旧作業実施に伴う倒木の撤去 産業経済課 林業水産グループ
☎27-2419

内 容
道路、河川、農地、宅地、山地等の復旧作

業により発生している倒木の撤去を行います。
倒木の所有権を主張されるなど異議がある場
合は、お申し出ください。

なお、今後実施を予定している復旧作業に
より発生する倒木も同様に撤去していきます。

作 業 開 始 日
平成30年（2018年）10月15日（月）～

作 業 区 域
朝日地区、東和地区、高丘地区、幌里地区、
桜丘地区、吉野地区、富里地区、幌内地区、
本郷地区、宇隆地区、美里地区、豊沢地区、
新町地区、豊丘地区、鹿沼地区

６

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊



１－（　）

1 住まいや身の回りのこと

（７）厚真町住宅復旧支援事業補助金 建設課 建築住宅グループ
☎27-2325

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
〇 〇 〇 〇

内 容
住宅基礎の傾斜修復工事と、それに併せて

実施する住宅下の地盤改良工事にかかる費用
の一部を助成します。

対 象 者
被災した住宅が建つ土地の所有者など
※管理者または占有者は所有者の承諾が必要

対 象 建 物
・戸建住宅
・アパートおよびマンション
・店舗（事務所）併用住宅の住宅部分

※ 申請前に、工事内容が交付対象となるかを
窓口までご相談ください。

対 象 事
・ 住宅基礎の傾斜修復工事（基礎の沈下また

は傾斜を修復する工事）
・  傾斜修復工事に併せて行う地盤改良工事（住

宅建屋下の工事）

補 助 額
対象工事に要した費用から50万円を控除した
額の２分の１

※上限300万円
※対象工事費は審査により確定します。
※ 北海道胆振東部地震の被災による修復工事

であり、すでに工事が完了しているものを
含みます。

手 続 き
〔受付期間〕
平 成31年（2019年）３ 月 １ 日（金）～ 令 和 ４

（2022）3月31日（火）

〔必要なもの〕
・申請書
・ 対象工事の設計図書（位置図、計画平面図

など）
・対象工事の見積書
・住宅基礎の沈下および傾斜を確認できる資　　　　　　　
  料
・ 土地･住宅の所有者(申請者を除く)全員ま

たは一部の承諾書
・土地･建物の全部事項証明書
・り災証明書
・住民票
・その他、町長が必要と認めるもの

7

修正 修正した箇所



１－（　）８

1 住まいや身の回りのこと

（８）厚真町住宅再建融資利子助成 建設課 建築住宅グループ
☎27-2325

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
〇 〇 〇 ×

内 容
被災者が町内で住むための住宅を新築・購

入するために金融機関等から融資を受けた場
合の借入金にかかる利子の一部を助成します。

対 象
町内で住宅を再建するために金融機関などか
ら融資を受け、次のいずれかの要件を満たす
方
① 応急仮設住宅（みなし仮設等を含む）の入

居者であり、供与期間内に退去される方
②全壊、大規模半壊、半壊の判定を受けた方

助 成 額
借入額×利率×80％
※ 利率は住宅金融支援機構の災害復興住宅融

資の借入時の利率と実際の借入契約の利率
のいずれか低い利率とします。

※上限額100万円

手 続 き
〔受付期間〕
平 成31年（2019年）３ 月 １ 日（金）～ 令 和 ４

（2022）3月31日（火）

〔必要なもの〕
・交付申請書
・り災証明書の写し
・ 金銭消費貸借契約書、工事請負契約書、返

済予定表の写し
・ 住民票（再建した住宅に入居する世帯全員

のもの）
・その他関係書類など

修正 修正した箇所



１－（　）

1 住まいや身の回りのこと

（９）厚真町リバースモーゲージ利子助成 建設課 建築住宅グループ
☎27-2325

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
〇 〇 〇 ×

内 容
被災者が町内で住むための住宅を新築・購

入するために金融機関等から融資を受けた場
合の借入金にかかる利子の一部を助成します。

※リバースモーゲージ型融資とは、月々の返
済は利息のみとし、借入金の元金は申込人（連
帯債務者含む）全員が亡くなられた時に、手
元金による支払、融資住宅および土地の売却
等の方法により一括して返済する仕組みです。

対 象
町内で住宅を再建するために金融機関など

から融資を受け、次のいずれかの要件を満た
す方
① 応急仮設住宅（みなし仮設等を含む）の入

居者であり、供与期間内に退去される方
②全壊、大規模半壊、半壊の判定を受けた方

助 成 額
借入額×利率×80％×20年分
※ 利率は住宅金融支援機構の災害復興住宅融

資の借入時の利率と実際の借入契約の利率
のいずれか低い利率とします。

※上限額100万円

手 続 き
〔受付期間〕
平成31年（2019年）３月１日（金）～令和４年

（2022年）3月31日（火）

〔必要なもの〕
・交付申請書
・り災証明書の写し
・ 金銭消費貸借契約書、工事請負契約書、返

済予定表の写し
・ 住民票（再建した住宅に入居する世帯全員

のもの）
・その他関係書類など

９

修正 修正した箇所



１－（　）

1 住まいや身の回りのこと

（10）厚真町災害ボランティアセンター 厚真町災害ボランティアセンター
☎080-1888-3140

内 容
ボランティアの受け入れ、調整を行います。

受 付 時 間
9時～17時

主 な 活 動 内 容
・動いてしまった家具の移動や家財の整理
・ 地震で壊れ処分する家具・家財などの運び

出し運び出し　
・災害ごみの運搬
・ その他、サロン・集いや住民活動の支援活

動など

10

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊



１－（　）

1 住まいや身の回りのこと

（11）住宅リフォーム補助金（胆振東部地震） 建設課 建築住宅グループ
☎27-2325

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
× × 〇 〇

内 容
半壊および一部損壊の住宅の所有者、管理

者、占有者が行う復旧工事に要する費用の一
部を補助します。

対 象 者
地震発生時の住宅の所有者、管理者または占
有者
※仮設住宅などへの入居の有無は不問
※ 管理者または占有者は所有者の承諾を得た

ものに限る
※居住実態のある住宅に限る

対 象 工 事
〔工期〕
令和３年（2021年）３月31日までに完了する
工事

〔工事内容〕
屋根、柱、床、内外壁、基礎、梁、ドア、窓、
内装仕上げ、上下水道の配管、ガスの配管、
給排気設備の配管、電気・電話線・テレビ線
の配線、トイレ、浴室、照明器具
※附属建築物(外構工事や物置、車庫等)、舗
装等の外構や、併用住宅の非住宅部分の復旧
に関する工事は除外

補 助 額
対象工事費から30万円を控除した額の30％
※ 半壊の場合で住宅応急修理支援制度を活用

した場合は、その額と30万円を控除した額
の30％

※上限50万円

手 続 き
〔受付期間〕
平成31年（2019年）４月22日（金）～令和３年

（2021年）３月31日(金)
〔必要なもの〕
交付申請時
・交付申請書
・ 工事見積書（すでに工事が完了している場

合は内訳が分かる書類）
・ り災証明書（半壊の方で住宅応急修理支援

制度を活用した方は不要）

報告時
・交付完了報告書
・領収書
・工事完成写真

11

修正 修正した箇所



１－（　）

1 住まいや身の回りのこと

（12）厚真町持ち家住宅建築促進支援助成金 まちづくり推進課 企画調整グループ
☎27-3179

内 容
従来の分譲地への住宅建築を対象とした助

成に加えて、被災した方などが町内各地で新
築する場合も助成します。

対 象 者
市町村民税などを滞納していない方

補 助 額
① 被災した方が震災以降に

町内で住宅を建築した場合 定額120万円

② フォーラムビレッジで
住宅を建築した場合 最大150万円

③ かみあつまきらりタウンで
住宅を建築した場合 最大200万円

対 象 建 物
・申請者自身が住むための住宅
・床面積が次の条件を満たす住宅

①…50㎡以上
②③…75㎡以上、二世帯住宅は110㎡以上

手 続 き
〔受付期間〕
住宅の完成後１年以内

（①の場合はこの限りでない）

〔必要なもの〕
・交付申請書
・住宅入居者全員の住民票
・納税証明書
・ 建築確認申請書の確認済証および検査済証

の写し
・その他町長が必要と認める書類

12

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
〇 〇 〇 〇

修正 修正した箇所



１－（　）

1 住まいや身の回りのこと

（13）一部損壊以上の家屋等の解体費補助 住民課 町民生活グループ　☎26-7871
（総合ケアセンターゆくり内）

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
〇 〇 〇 〇

内 容
り災状況が一部損壊以上の町内に存在する

共同住宅を除く家屋などの解体に要する費用
の一部を補助します。
※住宅以外の納屋・車庫などを解体する場合
も対象

対 象 工 事
平成30年（2018年）９月６日以降に着工し、
令和３年（2021年）３月末までに完成する工事

対 象 経 費
建物のみの解体、撤去、処分費
※家財の撤去費などは対象外

補 助 金 額
補助対象工事費の２分の１以内

※ 上限は１工事費に対し、住宅は50万円・非
住宅は30万円

※他の補助制度を使って解体した方は対象外
※ 複数解体する場合は１工事費として補助額

を決定
※住宅と非住宅の両方を解体…上限額80万円
※店舗兼住宅など…上限額80万円

手 続 き
〔受付期間〕
令和元年（2019年）７月１日（月）～令和３年

（2021年）３月31日（水）

※ ご自身で解体業者と契約して解体してくだ
さい。解体工事完了後に必要書類などを用
意してお申し込みください。

〔必要なもの〕
・り災証明書
・ 解体費の領収書、解体工事の内容がわかる

もの（見積書、契約書など）
・解体前の家屋などの写真
・印鑑、振込先の口座番号

13

修正 修正した箇所



2 お金に関すること



２－（　）

2 お金に関すること

（１）被災者生活再建支援制度 住民課 福祉グループ　☎26-7872
（総合ケアセンターゆくり内）

内 容
被災者生活再建支援法に基づき、生活基盤

に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給し
ます。

対 象
住宅が全壊または大規模半壊した世帯
※ 大規模半壊、半壊、一部損壊住宅の敷地に

被害が生じた場合で、そのままにしておく
と非常に危険であったり、修理するに高額
な経費がかかるため住宅を解体した場合は、
全壊と同等の支援が受けられます

支 給 額
①基礎支援金
住宅の被害程度に応じて支給される支援金

り災区分 世帯区分 支給額
全壊・解体 複数世帯 100万円

単身世帯 75万円
大規模半壊 複数世帯 50万円

単身世帯 37万5千円

②加算支援金
住宅の再建方法に応じて支給される支援金

り災区分 再建方法 支給額

全壊・解体

建築・購入 複数世帯 200万円
単身世帯 150万円

補 修 複数世帯 100万円
単身世帯 75万円

貸 借 複数世帯 50万円
単身世帯 37万5千円

大規模半壊

建築・購入 複数世帯 200万円
単身世帯 150万円

補 修 複数世帯 100万円
単身世帯 75万円

貸 借 複数世帯 50万円
単身世帯 37万5千円

※ 加算支援金を重複して受け取ることはでき
ません

（例）住宅全壊後、一時的に賃貸アパート等に
居住した場合には加算金50万円を受け取るこ

とができますが、その後住宅を補修しても、
受け取れる金額は100万円からすでに支給さ
れた50万円を差し引いた50万円です。

手 続 き
〔受付期間〕
①基礎支援金
災害のあった日から25カ月以内

（令和２年（2020年）10月５日（月）まで）

②加算支援金
災害のあった日から37カ月以内

（令和３年（2021年）10月５日（火）まで）

〔必要なもの〕
共通
・り災証明書
・預金通帳の写し

解体した場合
・解体証明書
・滅失登記簿謄本
・敷地被害証明書類（敷地被害解体）

加算支援金
・ 住宅の建設・購入、補修、借家の賃貸借に

ついての契約書など

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
〇 〇 △ △

１



２－（　）

2 お金に関すること

（３）災害弔慰金（北海道） 胆振総合振興局地域創生部地域政策課
☎0143-24-9596

内 容
災害により被災した方に対し、災害弔慰金

を支給します。

対 象
災害により亡くなった方の遺族または重傷者
本人

支 給 額

亡くなった方の遺族 10万円
重傷者 5万円

手 続 き
北海道が対象者へ申請書類を郵送し、直接

支給します。

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

３



２－（　）４

2 お金に関すること

（４）災害弔慰金・災害障害見舞金（町） 住民課 福祉グループ　☎26-7872
（総合ケアセンターゆくり内）

〔１〕災害弔慰金
内 容

災害により死亡された町民の遺族に対して、
災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき災
害弔慰金を支給します。

対 象
災害により死亡した方（厚真町に住民登録のあ
る方、外国人登録がある方）の遺族

〔支給の範囲・順位〕
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、
⑥兄弟姉妹（同居または生計を同じくしていた
方に限る）

支 給 額
生計維持者：500万円
その他の者：250万円

手 続 き
〔受付期間〕
通年

〔必要なもの〕
上記窓口にお問い合わせください。

そ の 他
平成30年北海道胆振東部地震により直接死

亡された方以外で、地震が死亡の原因となっ
た「災害関連死」と思われる方の遺族などか
ら相談を受け付けています。

〔災害関連死にあたる可能性が高い方の例〕
・ 環境の激変（避難所等生活の肉体・精神的

疲労など）が死亡の原因と思われる方
・ 災害の発生からおおむね６カ月以内の間に

死亡された方

※ 災害関連死による災害弔慰金の支給につい
ては、災害弔慰金支給審査委員会を設置し
審査する予定です。

〔２〕災害障害見舞金
内 容

災害による負傷、疾病で精神または身体に
著しい障がいが出た場合、災害弔慰金の支給
等に関する条例に基づき、次のとおり災害障
害見舞金を支給します。

対 象
災害により重い障がいを受けた方

支 給 額
生計維持者：250万円
その他の者：125万円

手 続 き
〔受付期間〕
通年

〔必要なもの〕
上記窓口にお問い合わせください。

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊



２－（　）

2 お金に関すること

（６）母子父子寡婦福祉資金貸付 胆振総合振興局保健環境部社会福祉課
子ども子育て支援係☎0143-24-9845

内 容
ひとり親家庭の父母の経済的自立を支援す

るとともに生活意欲を促進し、その扶養する
児童の福祉の増進するため、ひとり親家庭の
父母等が、就労や児童の就学などで資金が必
要になったときに貸し付けを受けられます。

対 象
①母子福祉資金(以下のいずれかに該当する方)
ア： 母子家庭の母（配偶者のない女子で現に

児童を扶養している方）
イ：母子・父子福祉団体（法人）
ウ：父母のいない児童（20歳未満）

②父子福祉資金（以下のいずれかに該当する方）
ア： 父子家庭の父（配偶者のない男子で現に

児童を扶養している方）
イ：母子・父子福祉団体（法人）
ウ：父母のいない児童（20歳未満）

③寡婦福祉資金（以下のいずれかに該当する方）
ア：寡婦（かつて母子家庭の母であった方）
イ： 40歳以上の配偶者のいない女子であって、

母子家庭の母および寡婦以外の方

手 続 き
貸付金の種類によりそれぞれ貸付限度額や

償還期間、貸付利率等が定められ、借入申請は、
事前の相談が必要です。詳しくはお問い合わ
せください。

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

６



２－（　）

2 お金に関すること

（７）年金担保貸付 独立行政法人福祉医療機構
☎03-3438-0224

内 容
国民年金、厚生年金保険または労働者災害

補償保険の年金を担保として国民年金、厚生
年金、労災年金を担保に、保健・医療や住宅
改修資金などを融資します。保健・医療、介
護・福祉、住宅改修等、冠婚葬祭、生活必需
物品の購入などの支出のために一時的に小口
の資金が必要な場合にご利用いただけます。

対 象
年金受給者

貸 付 内 容
〔資金使途〕
保健・医療、介護・福祉、住宅改修等、教育、
冠婚葬祭、事業維持、債務等の一括整理
生活必需物品の購入、住宅改修資金など

〔融資額〕
次の３つの要件を満たす額の範囲内
①10万円～200万円の範囲内(１万円単位）
　※ ただし、資金使途が生活必需物品の購入

の場合は、10万円～80万円の範囲内
② 年額が受給している年金の0.8倍以内(所得

税額に相当する額を除く)
③ １回あたりの定額返済額の15倍以内(ご融

資額の元金相当額をおおむね２年６カ月以
内で返済)

〔返済方法〕
・ 独立行政法人福祉医療機構が受給者の年金

を年金支給機関から直接受け取ることによっ
て返済されます。 

・ 年金支給機関から偶数月に支給される年金
のうち、受給者が指定した額（定額返済額）
を返済に充てることとなります。

・ 定額返済額の上限は、１回あたりの年金支
給額の３分の１以下とし、下限は１万円と
します。 なお、返済額は１万円単位とします。

・ 年金支給額から定額返済額を差し引いた金

額を返済剰余金として受給者の指定した預
金口座に振込みます。

〔保証人等〕
連帯保証人（審査基準あり）が必要となります。

〔金利〕
独立行政法人福祉医療機構ホームページをご
確認ください。
http://www.wam.go.jp/hp

手 続 き
独立行政法人福祉医療機構にお問い合わせく
ださい。

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

７



２－（　）

2 お金に関すること

（８）恩給・共済年金担保融資 ㈱日本政策金融公庫室蘭支店
☎0143-44-1731

内 容
恩給等を担保に教育費や居住関係費、事業

資金等を融資するものです。

貸 付 内 容
〔貸付限度額〕
①恩給や災害補償年金を受けていて、恩給・
　共済年金担保融資を現在ご利用されていな　
　い方
→一人につき250万円。ただし、担保とす
　る年金の年額の3年分以内。
②共済年金や厚生年金を受けていて、恩給・
　共済年金担保融資を現在ご利用されていな
　い方
→一人につき250万円。ただし、担保とする
　年金の年額の1.6年分以内。

〔対象経費〕
住宅などの資金や事業資金

〔金利〕
㈱日本政策金融公庫にご確認ください。

手 続 き
㈱日本政策金融公庫室蘭支店にお問い合わ

せください。

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

８



２－（　）

2 お金に関すること

（９）住家被害見舞金（北海道） 胆振総合振興局地域創生部地域政策課
☎0143-24-9596

内 容
北海道自然災害に伴う住家被害見舞金支給

要綱に基づき、住家被害見舞金を支給します。
※北海道から直接支給されます。

対 象
自己所有の家屋ならびに借家に居住し、り災
証明書の判定が「半壊」以上の世帯主

支 給 額

居住家屋区分 被害程度 支給額

自己所有 全壊 20万円
半壊 10万円

借家 全壊・半壊 ６万円

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
○ ○ ○ ×

９



２－（　）

2 お金に関すること

（10）災害復興住宅融資 住宅金融支援機構　災害専用ダイヤル
☎0120-086-353

内 容
自然災害等により被害が生じた住宅の所有

者または居住者で、住宅を建設・購入・補修
する際に受けることのできる融資です。

※詳細は住宅金融支援機構に直接お問い合わ
せください。

対 象
被害を受けた住宅の所有者または居住者で以
下のり災証明書を発行された方で、自身また
は60歳以上の親などが居住するための住宅を
建設・購入・補修する方

り災区分
建設・購入 全壊、大規模半壊、半壊

補修 住宅に被害が生じた旨
（一部損壊も対象）

融 資 内 容
〔融資額〕

・建設
基本融資額 特例加算額

建設資金 1,680万円 520万円
土地取得資金 970万円

整地資金 450万円

・購入
基本融資額 特例加算額

購入資金 2,650万円 520万円

・補修
補修資金 740万円
整地資金 450万円

引方移転資金 450万円

〔返済期間〕
建設・購入 35年以内

補修 20年以内

手 続 き
住宅金融支援機構にお問い合わせください。

〔受付期間〕
災害のあった日から２年間

（令和２年（2020年）９月５日（土）まで）

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
○ ○ ○ ○

10
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2 お金に関すること

（11）住宅ローンの返済（自然災害債務整理ガイドライン） 全国銀行協会相談室
☎0570-017-109

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

11

内 容
災害などにより、被災された方が生活再建

に向け住宅ローンを抱えたまま再スタートす
ることがないようにするため、一般財団法人
自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機
関によりまとめられたガイドラインにより住
宅ローンの免除・減額を受けるための手続き
があります。

対 象
災害などにより、住宅ローンや事業性ローン
等の既往債務を弁済できないこと、または近
い将来において既往債務を弁済することがで
きないことが確実に見込まれる方

手 続 き
①手続きの着手

最も多額のローンを借りている金融機関
等へ、ガイドラインの手続着手を希望する
ことを申し出ます。

②専門家による手続支援を依頼
金融機関等から手続着手について同意が

得られた後、地元弁護士会を通じて、自然
災害被災者債務整理ガイドライン運営機関
に対し、「登録支援専門家」による手続支援
を依頼します。

③債務整理（開始）の申出
金融機関等に債務整理を申し出て、申請

書のほか財産目録などの必要書類を提出し
ます。債務整理の申請後は債務の返済や督
促は一時停止となります。

④調停条項案の作成
「登録支援専門家」の支援を受けながら、

金融機関等との協議を通じて、債務整理の
内容を盛り込んだ書類を作成します。

⑤調停条項案の提出・作成
「登録支援専門家」を経由して、金融機関

ガイドラインに適合する「調停条項案」を
提出・説明します。

⑥特定調停の申立
債務整理の対象にしようとする全ての借

入先から同意が得られた場合、簡易裁判所
へ特定調停を申し立てます。

⑦調停条項の確定
特定調停手続により調停条項が確定すれ

ば債務整理成立です。
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2 お金に関すること

（13）義援金の配分 総務課 財政グループ　☎27-2481
（役場庁舎別館前プレハブ）

内 容
厚真町で被災されて人的被害および住家被

害を受けた方に、国内外からお寄せいただい
た義援金を配分します。

配 分 額
人的被害

●町配分の義援金
人的被害を受けた方の遺族に配分される義援
金

対象 配分額

死亡者

災害死（関連死を含む）と認
定された方 50万円
災害弔慰金において災害死

（関連死を含む）と認定さ
れなかった方で平成31年

（2019年）3月31日までに避
難所や仮設住宅で亡くなっ
た方

15万円

重傷者 地震に直接起因し30日以上
の治療を受けた方 10万円

●道配分の義援金
対象 配分額

死亡者 災害死（関連死を含む）と認
定された方 100万円

重傷者 地震に直接起因し30日以
上の治療を受けた方 50万円

住宅被害
●町配分の義援金
住宅に被害を受けた方（自己所有住宅の居住者
または借家の居住者）に配分される義援金

り災区分 居住区分 配分額
全 壊 自己所有 30万円

借 家 6万円
大 規 模 半 壊 自己所有 25万円

借 家 6万円
半 壊 自己所有 25万円

借 家 6万円

半壊に至らない
（ 家 財 被 害 を 含 む ）

自己所有 10万円
借 家 5万円

●道配分の義援金
住宅に被害を受けた方（自己所有住宅の居住者
または借家の居住者）に配分される義援金

り災区分 配分額
全 壊 100万円
大 規 模 半 壊
半 壊 50万円
一 部 損 壊 10万円

住宅再建
●建築・購入
町内で新たに住宅を建設・購入した方に配分
される義援金

り災区分 配分額
全 壊
大 規 模 半 壊
半 壊

100万円

●修繕
住宅を修繕した方（自己所有住宅の居住者）に
配分される義援金

り災区分 配分額
全 壊
大 規 模 半 壊
半 壊

最大50万円（※1）

一 部 損 壊 最大15万円（※2）
（※1） 78万４千円の基準額の廃止により、被

災住宅応急修理後の自己負担額に対して
万円未満を切り捨てた額

（※2） 10万円の基準額廃止により、自己負担
額に対して万円未満を切り捨てた額

その他
●各自治会のコミュニティ維持再建等
各自治会にコミュニティ維持再建などのため
に配分される義援金

配分額 対象
100万円 町内34自治会

13

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
○ ○ ○ ○

修正 修正した箇所
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手 続 き
〔受付期間〕
平成30年（2018年）10月29日（月）～令和３年

（2021年）10月５日（火）

〔必要書類〕
●共通
・印鑑
・預金通帳の写し
・ 申請者の本人確認ができるもの（運転免許

証や健康保険証など）

●人的被害
〈重傷者の場合〉
・医師の診断書

●住宅被害
〈全壊・大規模半壊・半壊の場合〉
・り災証明書

〈一部損壊・半壊に至らない場合〉
・ り災証明書・被災証明書（お持ちの方のみ、

改めてり災証明書・被災証明書を申請する
必要はありません）

・ 震災時点で対象家屋に住民票が無い方は、
生活実態を確認できる資料（直近の公共料
金を確認できる請求書等）

●住宅再建
〈建築・購入の場合〉
・契約書
・領収書

〈修繕の場合〉
・ り災証明書
・ 修繕の内容が確認できるもの（契約書、請

求書など）
・ 被災住宅応急修理の証明書（被災住宅応急

修理制度を利用した方）

●各自治会のコミュニティ維持再建等
平成31年（2019年）１月31日（木）開催の自

治会長会議で配布した申請書

そ の 他
今後、追加配分がある場合には、広報紙や

ホームページ等でお知らせしますが、最初に
出された申請書をもって追加配分等の申請が
あったものとします。
※必ずしも追加配分があるとは限りません。
※ 住宅再建（建築・購入・修繕）に関しては

再度申請が必要です。



3 役所の手続きのこと



３－（　）３3

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

3 役所の手続きのこと

（３）町税の特別措置 住民課 税務グループ☎27-2481
（役場庁舎別館前プレハブ）

1平成 30 年度にかかる税金
内 容

被害の程度に応じて、町に納めていただく
平成30年度の税金のうち平成30年（2018年）
９月６日以降に納期限の到来する税額が免除
や減免となる場合があります。

個 人 の 町 民 税
減免の要件 減免割合

① 災害により死亡した 全額② 生活保護を受けることとなった
③ 災害により障害者となった 90％

④

本人または配偶者控除・扶養控除
の対象親族が所有し居住していた
住宅がり災証明の半壊以上で、平
成29年中の合計所得金額が1,000
万円以下 12.5％

～
全額

※損害の程
度や所得に
よる

⑤

本人または配偶者控除・扶養控除
の対象親族が所有し居住していた
住宅の価格に対する住宅の損害額
が20％以上で平成29年中の合計
所得金額が1,000万円以下

⑥

本人または配偶者控除・扶養控除
の対象親族が所有する家財に一定
以上の損害を受け、平成29年中
の合計所得金額が1,000万円以下

⑦

事業収入、不動産収入、山林収入、
給与収入のいずれかの災害による
平成30年中の減収が平年の30％
以上で、平成29年中の合計所得
金額が1,000万円以下など一定の
所得要件を満たす

所得等に応
じて減免

〔減免対象となる家財の損害額（目安）〕
減免対象として考慮される家財損害額は、

家族構成や年齢等によって異なります。

・独身の場合
所得税の確定申告での家財の損害額が
60万円以上

・ 50歳代４人家族（本人、専業主婦の妻、18歳未
満の子２人）の場合
所得税の確定申告での家財の損害額が
262万円以上

固 定 資 産 税
対象 減免の要件 減免割合
⑧ 土
地被害面積が20％以上 40％～全額

（損害の程度による）
⑨ 家
屋

り災証明において半
壊以上 60％～全額

（損害の程度による）⑩ 家
屋

価格に対し損害額が
20％以上

⑪
償
却
資
産

修 理 費 が 評 価 額 の
20％以上

40％～全額
（損害の程度による）

〔土地の被害の目安（固定資産税）〕
土地の固定資産税の減免は、下表の程度以

上が土地の被害として考慮されます。

・地目が宅地・田・畑の場合
（宅地評価に準じる土地を含む）
土 砂 崩 れ 崩落・埋没部分すべて
地 割 れ 幅３cm以上
陥 没 深さ20cm以上
段差・隆起 20cm以上
沈 下 10cm以上
※湧水・噴砂（液状化）も考慮します。

・地目が宅地・田・畑以外の場合（山林など）
土 砂 崩 れ 崩落・埋没部分すべて
地 割 れ 幅15cm以上
陥 没 深さ50cm以上
段差・隆起 50cm以上
沈 下 25cm以上
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手 続 き
〔受付期間〕
平成31年（2019年）１月25日（金）～

〔必要なもの〕
< ①～⑪共通 >
・ 減免申請書 

※ 必要に応じて、被害がわかる写真などの
書類添付が必要な場合があります。

< ② >
・生活保護決定通知書の写し

< ③ >
・障害者手帳の写し

< ④ >
・り災証明書の写し（交付を受けている場合)

< ⑤、⑥ >
・ 平成30年分所得税の確定申告書及び雑損控

除に係る書類一式の写し

< ⑦ >
・ 平成30年分所得税の確定申告書の写し（確

定申告が不要な方は源泉徴収票の写し等、
平成30年中の収入がわかるもの）

・ 減収を補てんする保険等がある場合は、そ
の金額がわかるもの

< ⑧ >
・ 被害箇所の写真など、土地の被害がわかる

もの（大規模な土砂崩れについては、必要
ありません）
※申請の際に、地番図に被害の位置や程度
を記入していただきます。

< ⑩ >
・ 原状回復にかかる見積書や契約書、請求書

など、建物の原状回復の金額や内容がわか
る書類の写し

< ⑪ >
・償却資産種類別明細書
・修理費の請求書の写し

2令和元年度分の解体家屋にかかる税金
内 容

公費解体家屋または町の解体費補助の対象
となった家屋にかかる令和元年度分の固定資
産税を減免します。

対 象
公費解体の申請または解体費補助の申請日以
降に納税期限の到来する税

手 続 き
〔受付期間〕

決定次第、広報紙やホームページなどでお
知らせします。

〔必要なもの〕
・減免申請書

3
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り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

６

3 役所の手続きのこと

（６） 国民年金保険料の免除
住民課 町民生活グループ　☎26-7871

（総合ケアセンターゆくり内）
苫小牧年金事務所（お客様相談室）

☎0144-56-9001

内 容
国民年金保険料第１号被保険者で、住宅や

家財などの財産に係る損害が２分の１以上の
場合、申請に基づいて災害時の保険料が免除
されます。

免 除 期 間
平成30年（2018年）８月分～令和２年（2020
年）６月分（令和元年（2019年）７月分以降は
再度申請が必要）
※保険料が免除されると、将来受け取る年金
額は減額します。

手 続 き
〔必要なもの〕
り災証明書または財産の損害内容の分かるも
の

そ の 他
〔年金手帳などを紛失したとき〕
年金手帳、年金証書を紛失した場合は再発行
することができます。

〔口座振替の停止手続〕
 保険料の口座振替を利用されている方で、被
災により今後の保険料納付が困難な方は、口
座振替の停止をすることができます。

※ 詳しくは苫小牧年金事務所までお問い合わ
せください。
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り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

7

3 役所の手続きのこと

（７）登記済証、登記識別情報を紛失したとき 札幌法務局苫小牧支局
☎0144-34-7403

内 容
紛失した権利証を再発行することはできま

せんが、不正な登記がされることを予防する
方法として、不正登記防止申出制度がありま
す。

※ 詳しくは札幌法務局苫小牧支局までお問い
合わせください。

そ の 他
家屋の倒壊などの被害により土地・建物の

権利証（登記済証・登記識別情報通知証）を
紛失された場合もあると考えられます。しかし、
この権利証の紛失によって不動産（土地・建物）
の所有権等の権利を失うことはありません。

権利証は登記の申請をする際に、本人確認
資料として登記所に提出していただくもので
すが、登記をするには権利証のほかに所有者
の印鑑証明書等の本人確認資料も必要となり
ますので、権利証を紛失しただけで直ちに所
有権の移転の登記や抵当権の設定の登記が不
正にされるなどして、登記記録上の権利関係
が変わることはありません。

また、権利証を紛失したからといって不動
産の売却等の処分をすることができなくなる
わけでもありません。
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り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

８

3 役所の手続きのこと

（８）運転免許証を紛失したとき
苫小牧警察署☎0144-35-0110

運転免許テレフォンサービス
☎011-699-8654

内 容
地震により自動車運転免許証を汚損、紛失

した場合は再交付に係る手数料を免除します。

免 除 額
再交付手数料の全額

（免許証…3,500円、仮免許証…1,150円、運
転経歴証明書…1,100円）

手 続 き
〔受付窓口〕
苫小牧警察署（後日交付）
札幌運転免許試験場（即日交付）

〔必要なもの〕
・手数料免除申請書（申請窓口あります）
・り災証明書（交付を受けている人）
・印鑑　など

※ 詳しくは、苫小牧警察署または運転免許テ
レホンサービスまでお問い合わせください。
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3 役所の手続きのこと

（９）各種証明書の発行
住民課 税務グループ　☎27－2481（役場庁舎別館前プレハブ）

住民課 町民生活グループ　☎26－7871
（総合ケアセンターゆくり内）

内 容
町が発行する各種証明の発行手数料を免除

します。

対 象
被災を原因として行う各種手続きのために証
明書が必要で、全壊、大規模半壊、半壊のり
災証明書の交付を受けた方

免 除 期 間
平成30年（2018年）10月１日（月）～

対 象 と な る 証 明・交 付 場 所
〔対象となる証明〕

証明等の名称 手数料

①

土地建物に関する証明 200円/1筆または1棟
営業に関する証明 200円/1件
公租公課に関する証明 200円/1年度1税目
法人に関する資格証明 500円/1件
土地現況地目に関する証明 2,000円/1筆

②

住民票等 100円/1枚
記載事項証明 200円/1件
住民票の閲覧 200円/1世帯
不在住証明書 200円/1枚
印鑑登録証 200円/1件
印鑑に関する証明 200円/1件

※ 手数料の免除を受けるには、交付申請時に
窓口でり災証明を提示してください。

〔交付場所〕
①住民課 税務グループまたは上厚真支所
② 住民課 町民生活グループまたは上厚真支所

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
〇 〇 〇 ×
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り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
〇 〇 〇 ×

3 役所の手続きのこと

（11）児童扶養手当の停止解除 　　住民課 子育て支援グループ　☎26-7872
（総合ケアセンターゆくり内）

内 容
災害により住宅等に損害を受けた場合、所

得制限によって一部または全部停止になって
いた児童扶養手当を全部支給となるよう申請
できます。

ただし、平成30年（2018年）中の所得が一
定以上の額であった場合は受給した額を後日
返還しなければなりません。

対 象
児童扶養手当の受給額が所得制限により全部
または一部停止となっている世帯

支 給 対 象 期 間
平成30年（2018年）９月～令和元年（2019年）
10月

手 続 き
〔受付期間〕
平 成30年（2018年）９月25日（金）～災害等の
やむを得ない事由が止んだ日から15日以内

〔必要なもの〕
・児童扶養手当被災状況届
・り災証明書
・被災の程度が確認できる写真
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り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
〇 〇 〇 ×

3 役所の手続きのこと

（13）医療機関受診時の一部負担金免除 住民課 町民生活グループ　☎26-7871
（総合ケアセンターゆくり内）

内 容
地震により一定の被害があった厚真町国民

健康保険および後期高齢者医療制度加入者に
ついて、医療機関の窓口で支払う一部負担金
を免除します。

また、申請前に医療機関を受診した対象者
の方には、償還払いを行います。

対 象
厚真町国民健康保険加入者または後期高齢者
医療制度加入者で次のいずれかの要件に該当
する方
・ 住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる

被害を受けた方
・ 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な

傷病を負った方
・ 主たる生計維持者の行方が不明である方
・ 主たる生計維持者が事業または業務を休廃

止した方
・ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がな

い方

免 除 期 間
被災した日～令和元年（2019年）８月31日

（土）受診分

手 続 き
免除の適用を受けるためには減免証明書が

必要です。医療機関等を受診するときは、国
民健康保険証または後期高齢者医療被保険者
証と減免証明書を提示してください。

〔減免証明書受付期間〕
平成30年（2018年）11月1日（木）～令和元年

（2019年）8月30日（金）

〔償還払受付期間〕
平成30年（2018年）11月1日（木）～

〔必要なもの〕
・減免申請書（窓口にあります）

・印鑑
・ 要件を確認するために必要な書類（り災証

明書など）

以下は償還払いの申請の場合のみ
・医療費の領収書
・保険証
・通帳

町 外 へ 避 難 さ れ た 方
厚真町・安平町・むかわ町外へ避難された

方で、住家の全半壊、全半焼またはこれに準
ずる被害を受け、り災証明書をお持ちの方は、
減免申請を３町以外の他市町村または広域連
合の国保の窓口でも提出することができます。

〔必要なもの〕
・一部負担金等減免申請書（窓口にあります）
・り災証明書
・送付先住所設定届出書（窓口にあります）
・本人確認できる書類
・印鑑
・委任状（代理人が申請する場合のみ）

〔減免決定までの流れ〕
①申請受理（避難先市町村）
② 元々お住まいだった町へ送付（避難先市町

村→厚真町・安平町・むかわ町）
③ 申請書の審査・減免可否の決定（厚真町・

安平町・むかわ町）
④ 送付先住所設定届出書に記載の住所へ通知
（厚真町・安平町・むかわ町→申請者）

※おおむね10日～2週間要します。

〔減免証明書受付期間〕
平成30年（2018年）11月1日（木）～平成31年

（2019年）2月28日（木）

13
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り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

3 役所の手続きのこと
（14） 飲用井戸の水質検査 

手数料補助
住民課 町民生活グループ　☎26-7871

（総合ケアセンターゆくり内）

手数料の補助
対 象

飲用井戸の水質検査に係る手数料を補助し
ます。

減 免 対 象 回 数
井戸１本につき１回

減 免 対 象 期 間
令和２年（2020年）４月１日（水）～令和３年

（2021年）３月31日（水）

水 質 検 査 の 実 施 方 法
① 苫小牧保健所に水質検査日を電話予約して

ください。
②  容器を事前に町民福祉課町民生活グループ
（総合ケアセンターゆくり内）へ取りに来て
ください。

③ 予約日当日にご自身で容器に取水し、午前
中に苫小牧保健所へ検体を持参してくださ
い。

〔保健所提出時の持ち物〕
・検体容器
・印鑑
・北海道収入証紙　15,800円

〔補助申請〕
① 水質検査手数料領収証を添付して、町へ補

助申請をしてください。
② 審査後、町から指定口座へ水質検査手数料

を振り込みます。

〔補助申請の必要書類〕
・印鑑
・通帳の写し
・水質検査手数料領収証

修正 修正した箇所
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り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

3 役所の手続きのこと
（15） 飲用井戸等給水施設 

整備事業補助金
住民課 町民生活グループ　☎26-7871

（総合ケアセンターゆくり内）

内 容
町内の未給水区域で、安全で安心できる飲

用水等の安定的な確保を図るために必要な飲
用井戸等（飲用、炊事用、入浴用、洗濯用そ
の他の日常生活に使用する水）の給水施設整
備の経費の一部を補助します。

対 象
① 未給水区域の住宅の居住（または居住しよ

うとする）者のうち、飲用水等の給水施設
を新設しようとする方
※この制度で補助を受けた後、10年間は制
度を利用できません。

② 既設の水源が災害等により枯渇、汚染また
は破損し、飲用水等の確保が著しく困難に
なった施設を所有する方

補 助 対 象 経 費
住宅（店舗併用住宅を含み、別荘等の一時的
な住居および賃貸住宅を除く）に給水施設を
整備するために必要な以下の経費
・ ボーリング工事費（打ち抜き工事、素掘り

工事を含む）
・取水管工事費
・ポンプ設置工事費
・給水管工事費（屋内配管は除く）
・電気導線工事費
・貯水タンク設置工事費
・飲用井戸新設時の水質検査費
・必要に応じて設置する浄水器設置工事費
・ 浄水器設置後の水質検査費（設置前に「水

質基準不適合」だった項目に係るもの）

補 助 額
・補助対象額の２分の１以内（上限100万円）
・ 共同利用の給水施設は、補助対象額の２分

の１以内（上限100万円／1戸）

手 続 き
補助金の交付を受けようとする方は、工事

に着手する前に申請してください。
交付の決定の通知を受けた後、申請の内容

を変更・中止する場合は、速やかに速やかに
計画変更・中止承認申請書を提出し承認を受
けてください。

また、工事が完了した日から起算して30日
を経過する日または交付決定を受けた日の属
する年度の３月31日のいずれか早い日までに、
実績報告をしてください。

〔受付期間〕
平成30年（2018年）11月６日（火）～

〔必要なもの：交付申請時〕
① 交付申請書
②添付書類
・工事予定場所の位置図
・設計図面（平面図）
・ 工事費等の内訳が明記されている見積書
・町税に滞納がないことを証する書類
・ 給水施設が使用不能となったことを証する

書類（災害等の場合）
・ 飲用水等の原水の水質が水質基準に適合し

ないことを証する書類、浄水器の性能およ
び仕様を証する書類（浄水器を設置する場合）

・町長が必要と認める書類

〔必要なもの：実績報告時〕
① 実績報告書
②添付書類
・工事請負契約書
・ 補助事業に係る請求書（経費の内訳の記載

があるもの）および領収書
・工事写真（着工前、工事中および完成後）
・竣工図面（平面図）
・柱状図（ボーリング工事を行った場合）
・ 別表に掲げる水質検査項目の結果（飲用井

戸を新設した場合）
・ 設置前に飲用水等の原水の水質が水質基準

に適合していなかった項目に係る設置後に
おける水質検査結果（浄水器を設置した場合）

・町長が必要と認める書類

15
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り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

3 役所の手続きのこと
（16） 農業用井戸等給水施設 

整備事業補助金
産業経済課 農業グループ

☎27-2419

内 容
町内の未給水区域で、農業用水等（農作物

の栽培、家畜の飼養に要する水）の安定的な
確保を図るために必要な農業用井戸等の給水
施設整備の経費の一部を補助します。

対 象
① 未給水区域で農業経営をしている者のうち、

給水施設（農業用水等の確保のため農業用
井戸等の取水、導水、送水および配水の施設）
を新設しようとする方
※この制度で補助を受けた後、10年間は制
度を利用できません。

② 既設の水源が災害等により枯渇、汚染また
は破損し、農業用水等の確保が著しく困難
になった施設を所有する方

補 助 対 象 経 費
農業経営用に給水施設を整備するために必要
な以下の経費
・ ボーリング工事費（打ち抜き工事、素掘り

工事を含む）
・取水管工事費
・ポンプ設置工事費
・給水管工事費（屋内配管は除く）
・電気導線工事費
・貯水タンク設置工事費

補 助 金 額
・補助対象額の２分の１以内（上限50万円）
・ 共同利用の給水施設は、補助対象額の２分

の１以内（上限50万円／1施設）

手 続 き
補助金の交付を受けようとする方は、工事

に着手する前に、補助金交付申請書に必要書
類を添付して町へ申請してください。

交付の決定の通知を受けた後、申請の内容
を変更・中止する場合は、速やかに速やかに
計画変更・中止承認申請書を提出し承認を受
けてください。

また、工事が完了した日から起算して30日
を経過する日または交付決定を受けた日の属
する年度の３月31日のいずれか早い日までに、
実績報告をしてください。

〔受付期間〕
平成30年（2018年）11月６日（火）～

〔必要なもの：交付申請時〕
① 厚真町農業用井戸等給水施設整備事業補助

金交付申請書
②添付書類
・工事予定場所の位置図
・設計図面（平面図）
・ 工事費等の内訳が明記されている見積書
・町税に滞納がないことを証する書類
・ 給水施設が使用不能となったことを証する

書類（災害等の場合）
・代表者選任届兼誓約書（共同利用の場合）
・ 土地使用承諾書（共同利用の場合または他

人の土地に給水施設を設置する場合）
・町長が必要と認める書類

〔必要なもの：実績報告時〕
① 厚真町農業用井戸等給水施設整備事業実績

報告書
②添付書類
・工事請負契約書の写し
・ 補助事業に係る請求書（経費の内訳の記載

があるもの）および領収書の写し
・工事写真（着工前、工事中および完成後）
・竣工図面（平面図）
・柱状図（ボーリング工事を行った場合）
・町長が必要と認める書類

16
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り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

内 容
納付義務者またはその世帯に属する被保険

者の所有する住宅または家財に被害を受けた
場合、その被害の程度に応じて国民健康保険
料を軽減する減免措置を受けることができる
場合があります。

なお、被害の程度によっては、減免の対象
とならないこともありますので、担当へご確
認ください。

減 免 対 象 と な る 保 険 料
平成30年度と令和元年度の当該世帯の保険料
額に平成29年中における合計所得金額に占め
る事業所得金額の割合を乗じた額

対 象 者 と 減 免 割 合
①災害により障害者となった方
〈減免割合〉　90％

② 災害により、納付義務者またはその世帯に
属する被保険者の所有する住宅または家財
に一定以上の損失を受け、前年（平成29年）
の合計所得金額が1,000万円以下の方

〈減免割合〉
前年の

合計所得金額 損害の程度 減免
割合

500万円以下 20％以上５0％未満 50％
50％以上 全額

750万円以下 20％以上５0％未満 25％
50％以上 50％

750万円を超
えるとき

20％以上５0％未満 12.5％
50％以上 25％

③ 災害等により、事業収入の減少による損失
額から保険金等により補てんされるべき金
額を除いた額の合計額が、平年における事
業収入の額の30％以上で、前年（平成29年）
の合計所得金額が1,000万円以下の方

〈減免割合〉
前年の合計所得金額 減免割合

300万円以下 全額
400万円以下 80％
550万円以下 60％
750万円以下 40％
750万円を超えるとき 20％

手 続 き
〔受付期間〕
平成31年（2019年）１月25日（金）～

〔必要書類〕
・減免申請書
※ 被害がわかる写真などの書類添付が必要な

場合があります。

21

3 役所の手続きのこと

（21）国民健康保険料の減免 住民課 税務グループ　☎27-2481
（役場庁舎別館前プレハブ）
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り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

3 役所の手続きのこと

（22）介護保険料の減免 住民課 福祉グループ　☎26-7872
（総合ケアセンターゆくり内）

内 容
第１号被保険者または世帯の生計を主とし

て維持する者の所有する住宅または平年にお
ける事業収入額の30％以上の減少による損失
を受けた場合、その被害の程度に応じて介護
保険料を軽減する減免措置を受けることがで
きる場合があります。

なお、被害の程度によっては、減免の対象
とならないこともありますので、担当へご確
認ください。

減 免 対 象 と な る 保 険 料
・平成30年度分
災害を受けた日から平成30年度末までの納期
に係る当該世帯の保険料額

・平成31年度（令和元年度）分
令和元年８月31日までの納期に係る当該世帯
の保険料額

対 象 者 と 減 免 割 合
① 災害により、第1号被保険者またはその属す

る世帯を主として維持する者の所有する住
宅にその価格の20％以上に相当する額の損
失を受けた方

〈減免割合〉
前年の

合計所得金額 損害の程度 減免
割合

200万円未満 20％以上５0％未満 50％
50％以上 全額

200万円以上 20％以上５0％未満 25％
50％以上 50％

② 第１号被保険者の属する世帯の生計を主と
して維持する者が死亡した方

〈減免割合〉　全額

③災害により障害者となった方
〈減免割合〉90％

④ 災害等により、事業収入の減少による損失
額の合計額が、平年における事業収入の額
の30％以上で、前年（2017年）の合計所得
金額が400万円以下の方

〈減免割合〉
前年の合計所得金額 減免の割合

200万円未満 全額
200万円以上 80％

手 続 き
〔受付期間〕

平成31年（2019年）１月25日（金）～

〔必要書類〕
・減免申請書
※ 被害がわかる写真などの書類添付が必要な

場合があります。
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り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

3 役所の手続きのこと

（24）消費者相談 産業経済課 経済グループ
☎27-2486

内 容
点検商法や便乗商法など、災害に便乗した

悪質商法による消費者トラブルの相談に対応
します。

過 去 の 災 害 に み ら れ た 事 例
・ 「当社と被災家屋の修理契約すれば、行政か

ら補助金がでる」などと虚偽の勧誘を行い、
壊れた住宅の屋根や壁の修理契約を締結す
る。

・ 「家屋の修理費用は火災保険の保険金で全額
支払える」などと言って修理契約を締結し、
高額な手数料を請求する。解約しようとす
ると高額な解約料を請求する。

・ 公的機関を思わせる名称を用いて消費者宅
を訪問したり、ハガキを送り義援金名目の
お金を求める

被 害 に 遭 わ な い た め に
事業者からその場で契約を提案されても、

もう一度よく考えることが大切です。本当に
それが必要かどうかわからなければ、家族や
周りの人などに相談してください。

契約してもクーリング・オフや契約の取り
消しができる場合があります。少しでも疑問
や不安を感じた場合や消費生活でのトラブル
でどこに相談して良いか分からない場合には、
一人で悩まずに消費者ホットラインをご利用
ください。

〔相談・問い合わせ〕
消費者ホットライン　☎１１８（局番なし）
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り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

3 役所の手続きのこと

（25）健康相談
住民課 健康推進グループ　☎26-7871

（総合ケアセンターゆくり内）
苫小牧保健所 健康推進課健康支援係☎0144-34-4168（代表）

内 容
被災者の健康相談（身体やこころ、家族の

ことなど）を行います。

対 象
希望者

相 談 方 法
①電話相談
②家庭訪問
③面談
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3 役所の手続きのこと

（26）開発許可申請等手数料の免除
まちづくり推進課 都市計画グループ☎27-3179

胆振総合振興局建築指導課建築住宅係
☎0143-24-9594

内 容
被災した建築物（住宅等）の建て替えの際

に申請手数料を免除します。

対 象
① 自らが居住する住宅（併用住宅を含む）が

滅失または破損した方
※り災証明書の判定が半壊以上

〈対象工事〉
・自己居住用住宅の建築
・自己居住用住宅への用途変更

〈対象区域〉
北海道が開発許可等を所管する区域

② 自己居住用住宅以外の建築物または特定工
作物が滅失または破損した方
※り災証明書の判定が半壊以上

〈対象工事〉
・建築物の建築または用途変更
・特定工作物の建設

〈対象区域〉
北海道が開発許可等を所管する区域のうち、
被災した建築物と同一の市町村区域内

免 除 対 象 と な る 手 数 料
・ 開発許可申請等手数料（開発許可、変更許可、

建築等許可、規則第60 条証明書など）
・ 宅地造成工事許可申請等手数料（宅地造成

工事許可、変更許可など）

手 続 き
〔受付期間〕
① 自己居住用住宅の建築等を目的とする申請

の場合は災害発生日から２年以内
（令和２年（2020年）９月５日（土）まで）

② 自己居住用住宅以外の建築等を目的とする
申請の場合は災害発生日から１年以内

（令和元年（2019年）９月５日（木）まで）

※ ただし、開発許可申請、宅地造成工事許可
申請の手数料免除を受けたものに係る変更
許可申請については、期間の制限はありま
せん。

〔必要なもの〕
・ 手数料免除申請書
・ り災証明書（２回目以降の免除申請は写し可）
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3 役所の手続きのこと

（27）被災代替家屋の特例（固定資産税） 住民課 税務グループ　☎27-2481
（役場庁舎別館前プレハブ）

内 容
半壊以上の被災家屋に代わるものとして、

令和５年（2023年）３月31日までに取得した
家屋に係る固定資産税について、一定の要件
に該当する場合は特例措置を受けられます。

対 象 者
・被災家屋の所有者
・被災家屋の相続人
・ 被災代替家屋に、被災家屋の所有者と同居

する三親等内の親族
・ 法人の場合、合併により消滅したときにお

ける合併後存続する法人　など

対 象 資 産
・ 被災した家屋と種類（用途）または使用目

的が同一であるもの
・ 被災した家屋が取り壊しまたは売却等の処

分がされていること

特 例 措 置
対象となる家屋の税額のうち、被災家屋の

面積相当分について、取得後に課税される最
初の年度から４年度分の固定資産税額を２分
の１減額とします。

手 続 き
受付を開始次第、必要書類等を広報紙等で

お知らせします。
また、特例の要件に該当するか調査等を行

いますので、必要のある方はご相談ください。

27

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
〇 〇 〇 ×



３－（　）

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
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（28）被災代替償却資産の特例（固定資産税） 住民課 税務グループ　☎27-2481
（役場庁舎別館前プレハブ）

内 容
災害により滅失または損壊し、減免の適用

を受けた償却資産に代わるものとして、令和
５年３月31日までに取得した償却資産に係る
固定資産税について、一定の要件に該当する
場合は特例措置を受けられます。

対 象 者
・被災償却資産の所有者
・被災償却資産の相続人　など

対 象 家 屋
・ 被災した償却資産と種類（用途）または使

用目的が同一であるもの
・ 被災した償却資産が除却または売却等の処

分がされていること

特 例 措 置
対象となる償却資産について、取得後に課

税される最初の年度から４年度分の固定資産
税の課税標準額を２分の１とします。

手 続 き
受付を開始次第、必要書類等を広報紙等で

お知らせします。
また、特例の要件に該当するか調査等を行

いますので、必要のある方はご相談ください。
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り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊

3 役所の手続きのこと

（29）情報の発信 総務課 情報防災グループ☎27-2481
まちづくり推進課企画調整グループ☎27-3179

防 災 行 政 無 線
町からのお知らせを放送しています。個別

受信機を1世帯に1台貸与しています。

あ つ ま 災 害 エ フ エ ム
FMラジオで町の情報を放送しています。

〈周波数〉
81.4MHz

〈放送時間〉
平日　8時、18時

厚 真 町 ホ ー ム ペ ー ジ
随時更新しています。

〈ＵＲＬ〉
http://www.town.atsuma.lg.jp/

広 報 あ つ ま
町内全世帯に配布しています。

〈発行日〉
毎月第２金曜日（1月号を除く）

厚 真 町 公 式 フ ェ イ ス ブ ッ ク
インターネット上のコミュニケーションサー

ビスのフェイスブックで、町からの知らせを
掲載しています。

〈アカウント名〉
厚真町役場
＠atsumatownhokkaido

〈ＵＲＬ〉
https://www.facebook.com/atsumatown
hokkaido/

厚 真 町 公 式 L I N E
無料コミュニケーションアプリ「LINE(ライ

ン)」で、町からのお知らせを配信しています。

〈アカウント名〉
厚真町

〈ＩＤ〉
@atsuma
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4 民間の手続きのこと

（３）各種保険 各種窓口へお問い合わせください

地 震 保 険・損 害 保 険
〔保険の適用窓口〕
地震保険・損害保険の適用などについては
下記の窓口にご相談ください。
・契約している損害保険会社
・�そんぽADRセンター（専門の相談員が損害
保険等の相談を受け付ける機関です。）
ナビダイヤル：0570-22808
ＩＰ電話：011-351-1031
受付時間：�９時15分～17時（土曜・日曜・

祝日除く）

〔内容確認・証券の紛失等〕
自然災害で保険契約の手がかりを失った方
は下記の窓口にご相談ください。
・自然災害損保契約照会センター
フリーダイヤル：0120-501-331
受付時間：�９時15分～17時（土曜・日曜・

祝日除く）

生 命 保 険
〔内容確認・証券の紛失等〕
自然災害により生命保険契約に関する手が
かりを失い保険金請求を行うのが困難な方は
下記の窓口にご相談ください。
・生命保険協会災害地域生保契約照会センター
フリーダイヤル：0120-001731
�受付時間：�９時～17時（土曜・日曜・祝日

除く）
・かんぽコールセンター
フリーダイヤル：0120-52-950
�受付時間：�９時～17時（土曜・日曜・祝日

除く）

〔生命保険料の支払い猶予措置〕
生命保険協会やかんぽ生命保険は被災され
た方々へ保険契約者からの申し出により保険
料の支払いを最長６カ月間延長します。また、
申し出により必要書類を一部省略することで
簡易迅速な支払いを行います。詳しくは契約
先の生命保険会社にお問い合わせください。

そ の 他
〔証明書類の紛失〕
金融機関、証券会社、生命保険会社、損害

保険会社等では、通帳や保険証書、印鑑を紛
失した場合でも、本人確認ができれば預貯金、
保険等の払戻しを行います。
・�各金融機関（銀行、信用金庫、信用組合）、
保険会社等の窓口

・ゆうちょコールセンター
フリーダイヤル：0120-108-420
受付時間：平日…８時30分～21時、
土曜・日曜・祝日…９時～17時

・金融庁相談ダイヤル
フリーダイヤル：0120-156811
ＩＰ電話：03-5251-6813
受付時間：�９時～17時（土曜・日曜・祝日

除く）

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
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4 民間の手続きのこと

（４）法律相談 各窓口へお問い合わせください

札 幌 弁 護 士 会

下記ホームページからお問い合わせください。
https://www.satsuben.or.jp/
トップページ＞法律相談センター

札 幌 司 法 書 士 会

下記ホームページからお問い合わせください。
http://www.sihosyosi.or.jp/

トップページ＞「札幌司法書士会　北海道胆
振東部地震復興支援相談員」一覧

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
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6 事業者の方へ

（１）中小企業者向け融資制度 北海道経済部地域経済局中小企業課金融係
☎011-204-5346

内 容
地震により被害を受けた中小企業者などは、
道の「中小企業総合振興資金　経済環境変化
対応資金　経営環境変化対応貸付【災害復旧】」
を利用することができます。

対 象
道内に事業所を有する中小企業者および中小
企業等協同組合等であって、地震の直接また
は間接の被害により経営に影響を受けている
方
＜適用地域＞厚真町、安平町、むかわ町

融 資 内 容
〔資金使途〕
運転資金、設備資金

〔融資額〕
運転資金の場合　5,000万円以内
設備資金の場合　8,000万円以内

〔利率〕
・固定金利
年1.0％（融資期間５年以内）
年1.2％（融資期間10年以内）

・変動金利
年1.0％（融資期間が３年を超える場合）

〔返済期間〕
10年以内（据置２年以内）

手 続 き
〔受付窓口〕
厚真町商工会

〔取扱期間〕
平成30年（2018年）９月６日（木）～令和３年
（2021年）３月31日（水）

〔必要なもの〕
・�決算書２期分（２期分の決算または申告が終
了していない方は、提出可能な決算書等お
よび直近の試算表）

・商業登記簿謄本（法人の場合）
・見積書または契約書（設備資金の場合）
・道が別に定める様式による調書
・�市町村長等が発行するり災証明書の写し（直
接被害を受けた場合のみ）

り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
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